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議第88号

市道路線の認定について

　市道路線を次のように認定する。

平成30年５月17日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

路　　線　　名 起　　　　　　　　　　　　　点
終　　　　　　　　　　　　　点

上鳥羽南部経24号
線

京都市南区上鳥羽石橋町49番地の１地先
同　　　区上鳥羽麻ノ本20番地の１地先

上鳥羽南部経25号
線

京都市南区上鳥羽奈須野町７番地の13地先
同　　　　　　　　　　町６番地地先

上鳥羽南部経26号
線

京都市南区上鳥羽奈須野町４番地の５地先
同　　　　　　　　　　町20番地の３地先

上鳥羽南部経27号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町36番地地先
同　　　　　　　　　　町45番地地先

上鳥羽南部経28号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町90番地地先
同　　　区上鳥羽奈須野町23番地地先

上鳥羽南部経29号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町30番地の２地先
同　　　　　　　　　　町29番地の５地先

上鳥羽南部緯18号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町41番地の１地先
同　　　　　　　　　　町32番地の１地先

上鳥羽南部緯19号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町41番地の３地先
同　　　　　　　　　　町33番地の１地先

上鳥羽南部緯20号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町45番地地先
同　　　　　　　　　　町52番地の９地先

上鳥羽南部緯21号
線

京都市南区上鳥羽石橋町31番地の２地先
同　　　　　　　　　町31番地の６地先

上鳥羽南部緯22号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町79番地地先
同　　　　　　　　　　町98番地の１地先

上鳥羽南部緯23号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町91番地の５地先
同　　　　　　　　　　町93番地の１地先

上鳥羽南部緯24号
線

京都市南区上鳥羽岩ノ本町82番地の２地先
同　　　　　　　　　　町87番地の２地先

上鳥羽南部緯25号
線

京都市南区上鳥羽中河原60番地地先
同　　　区上鳥羽岩ノ本町84番地地先

上鳥羽南部緯26号
線

京都市南区上鳥羽麻ノ本15番地の１地先
同　　　区上鳥羽奈須野町７番地の４地先

上鳥羽南部緯27号
線

京都市南区上鳥羽麻ノ本17番地の１地先
同　　　区上鳥羽奈須野町27番地の２地先
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上鳥羽南部緯28号
線

京都市南区上鳥羽麻ノ本20番地の４地先
同　　　区上鳥羽奈須野町14番地の１地先

上鳥羽南部緯29号
線

京都市南区上鳥羽奈須野町23番地地先
同　　　　　　　　　　町29番地の１地先

西賀茂 189 号 線 京都市北区西賀茂蟹ケ坂町６番地の10地先
同　　　　　　　　　　町25番地の38地先

西 賀 茂 190 号 線 京都市北区西賀茂圓峰２番地の43地先
同　　　　　　　　町２番地の100地先

上賀茂緯444号線 京都市北区上賀茂津ノ国町30番地の３地先
同　　　　　　　　　　町41番地の６地先

修学院経188号線 京都市左京区修学院茶屋ノ前町13番地の１地先
同　　　　　　　　　　　　町６番地の７地先

静 市 緯 39 号 線 京都市左京区静市市原町481番地の34地先
同　　　　　　　　　町433番地の５地先

洛北第三経28号線 京都市左京区岩倉幡枝町2274番地の８地先
同　　　　　　　　　町2274番地の５地先

西ノ京緯135号線 京都市中京区西ノ京月輪町３番地の24地先
同　　　　　　　　　　町３番地の14地先

山科東野経68号線 京都市山科区東野森野町21番地の16地先
同　　　　　　　　　町25番地の２地先

山科大宅経69号線 京都市山科区大宅早稲ノ内町165番地の16地先
同　　　　　　　　　　　町165番地の23地先

山科大宅経70号線 京都市山科区大宅早稲ノ内町165番地の15地先
同　　　　　　　　　　　町165番地の７地先

梅 ケ 畑 34 号 線 京都市右京区梅ケ畑畑ノ下町３番地の２地先
同　　　　　　　　　　　町２番地の８地先

淀 222 号 線 京都市伏見区淀木津町612番地の18地先
同　　　　　　　　町612番地の53地先

淀 223 号 線 京都市伏見区淀木津町612番地の25地先
同　　　　　　　　町612番地の47地先

提案理由

　市道路線を認定する必要があるので提案する。


